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国
民
年
金

だ

よ

り

10
月
か
ら「
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
制
度
」が
始
ま
り
ま
す

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的
年
金
等
の
収
入
や
所
得
額

が
一
定
基
準
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、

年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

■
対
象
と
な
る
方

　

▼
老
齢
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
で
、
▽
65
歳
以
上
▽
世
帯
員

全
員
の
村
民
税
が
非
課
税
▽
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額

の
合
計
が
約
88
万
円
以
下
―
―
を
満
た
す
方

　

▼
障
害
基
礎
年
金･

遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
で
、

前
年
の
所
得
額
が
４
６
５
万
円
以
下
で
あ
る
方

■
請
求
手
続
き
の
流
れ

　
【
①
平
成
31
年
４
月
１
日
以
前
か
ら
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
】

　
　

対
象
と
な
る
方
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
請
求
手
続
き

の
ご
案
内
が
、
９
月
上
旬
か
ら
順
次
届
き
ま
す
。
同
封
の
は
が

き（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求
書
）に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
郵
便
ポ
ス
ト
に
投と

う
か
ん函

し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
②
平
成
31
年
４
月
２
日
以
降
に
年
金
を
受
給
し
始
め
た
方
】

　
　

年
金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ
て
水
戸
北
年
金
事
務
所（
水
戸

市
大
町
２
︲
３
︲
３
２ 

☎
231
局
２
２
８
３
）ま
た
は
、
住
民
課

保
険
年
金
担
当
窓
口（
役
場
行
政
棟
１
階 

☎
282
局
１
７
１
１ 

内

線
１
１
３
３
）で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
※
給
付
金
の
受
け
取

り
に
は
請
求
の
申
請
が
必
要
で
す
。ご
案
内
や
事
務
手
続
き
は
、

日
本
年
金
機
構（
年
金
事
務
所
）が
実
施
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
☎
０
５
７
０
︲
０
５
︲
４
０
９
２
）

　ホームページやSNS等で、「１回目90％ OFF」「初
回実質０円（送料のみ）」等と書かれた広告を見て、
お試しや１回だけのつもりで健康食品や化粧品等
を注文したところ、実は「数か月間の定期購入が条
件だった」というトラブルが増えています。

【事例① 「お試し」のつもりだったのに…】
　スマートフォンで、健康食品が500円で購入で
きるという広告を見て、お試しのつもりで申し込
み、商品を受け取った。その後、再び同じ商品が
届いたので業者に確認すると、４回の定期コース
であると言われた。申し込みの際には定期購入だ
と気付かなかった…。

【事例② 電話がつながらない！？】
　「送料負担のみ」という化粧品を、サンプルだと
思い注文した。２回目が届いたので解約しようと
事業者に電話をかけたが、つながらない…。

【被害に遭わないためには！】
▽よく考えてから申し込む
　　インターネット通販などの通信販売にはクー

リング･オフ制度がないため、注意しましょう。
▽契約内容をしっかり確認する

知っとく情報

村民
相談室

信発 ち
ゆ

ー「お試し」のつもりが「定期購入」に！？

困ったときは消費者ホットラインに相談を！

【問い合わせ】消費生活センター（村民相談室内 ☎287-0858）

　　商品を注文する前に、広告ページや申し込み
の最終確認画面等で、定期購入が条件となって
いないか、契約内容をしっかり確認しましょう。

▽解約条件を確認する
　　定期購入の契約条件によっては、解約や返品

ができない場合があります。解約条件について
も表示を確認し、慎重に判断しましょう。

▽契約内容を記録しておく
　　注文時の最終確認画面を印刷したり、スクリー

ンショットを撮ったりして、契約内容を記録し
ておくことも大切です。

【泣き寝入りは１８８（いやや）！】
　困ったときは、一人で悩まずに「消費者ホッ
ト ラ イ ン」（☎1

い や や

88）にご相談ください。地方
公共団体が設置している身近な消費生活セン
ターや、消費生活相談窓口をご案内します。

不
審
な
電
話
や
案
内
に
ご
注
意
を
！

　

日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
か
ら
、
口
座
番
号
を
お
聞

き
し
た
り
、
手
数
料
な
ど
の
金
銭
を
求
め
た
り
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。


